
群馬県感染症対策事業継続支援金（9月）

オンライン申請マニュアル



9月分から新規申請を行う方
（5月分、6月分又は8月分未申請の方）

申請方法はP.3
よりご確認ください。

5月分、6月分又は8月分を既に申請済みで
9月分も申請する方

申請方法はP.15
よりご確認ください。



９月分から申請を行う場合
１.支給対象の確認

1.TOPページにて中ほどの「申請方法について」の項目内にある赤枠内の「こちら」をクリックして

ください。
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９月分から申請を行う場合
１.支給対象の確認

2.「令和3年9月の月間売上（A）」と「R2(前年)又はR1(前々年)9月の月間売上（B）」

を入力してください。

3.「売上減少額(B-A) (C)」と「減少比率 (小数点第2位を切り捨て)(C) ÷ (B) × 100%」が

自動で表示されますので、「申請登録へ」をクリックしてください。

本支援金は、売上減少率30%以上50%未満が対象です。
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９月分から申請を行う場合
１.支給対象の確認

4.下記のページが表示され、本支援金への申請はできません。

売上減少率30%未満の場合
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９月分から申請を行う場合
１.支給対象の確認

4.下記のページが表示されますので、国（中小企業庁）の「緊急事態措置又はまん延防止

等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」へ申請をしてください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html（経済産業省：外部リンク)

売上減少率50%以上の場合



９月分から申請を行う場合
１.支給対象の確認

4.「申請者様の個人情報の取扱いについて」をご確認頂き、「承認する」をクリック

※承認頂けない場合は申請ができませんので、ご了承ください。
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売上減少率30％以上50%未満の場合



９月分から申請を行う場合
２.申請登録 申請者情報登録

1.申請種別を「法人の方」「個人事業主の方」からご選択ください。

※種別により入力項目が異なりますので、お間違いないようお気をつけ下さい。

※登録後は種別の変更はできませんので、ご注意ください。
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９月分から申請を行う場合
２.申請登録 申請者情報登録

2.その他すべての必要項目を入力頂き、「確認画面へ」をクリック

3.内容に間違いが無ければ「登録」をクリックして申請者情報登録は完了です。

※申請手続きは完了しておりませんので、引き続き手続きが必要です。
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９月分から申請を行う場合
３.申請 事業収入入力

1.該当要件申請欄にて該当するAまたはBを選択してください。
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９月分から申請を行う場合
３.申請 事業収入入力

2.下記の赤枠内の項目が表示されますので、必要事項を全て入力してください。
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Aを選択した場合



９月分から申請を行う場合
３.申請 事業収入入力

2.下記の赤枠内の項目が表示されますので、必要事項を全て入力してください。
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Bを選択した場合



９月分から申請を行う場合
３.申請 事業収入入力

3.（1）事業収入（売上高）の減少額項目の下記の赤枠内に、先ほどの支給対象の確

認時と同様の金額を入力してください。

4.金額を入力すると下記の青枠内の情報が自動で反映されますので、ご確認ください。
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AとB共通内容



９月分から申請を行う場合
３.申請 ファイルアップロード

5.該当者ごとに、赤枠内にて6～10点の書類をアップロードしてください。

6.全て入力、アップロードをしたら、「登録」ボタンをクリックして、申請は完了です。
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AとB共通内容
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５月分、６月分又は8月分を申請済みで、9月分を申請する場合
１.ログイン

1.TOPページにて中ほどの「申請方法について」の項目内にある赤枠内の「こちら」をクリックして

ください。
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５月分、６月分又は8月分を申請済みで、9月分を申請する場合
１.ログイン

2. 5月分、6月分又は8月分申請時にご登録いただいたID(E-mailアドレス)とパスワードを

ご入力ください。

3. ログインが完了すると、9月分の申請ぺージに自動で遷移致します。
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５月分、６月分又は8月分を申請済みで、9月分を申請する場合
３.申請 事業収入入力

1.該当要件申請欄にて該当するAまたはBを選択してください。
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５月分、６月分又は8月分を申請済みで、9月分を申請する場合
３.申請 事業収入入力

2.下記の赤枠内の項目が表示されますので、必要事項を全て入力してください。

Aを選択した場合
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５月分、６月分又は8月分を申請済みで、9月分を申請する場合
３.申請 事業収入入力

2.下記の赤枠内の項目が表示されますので、必要事項を全て入力してください。

Bを選択した場合
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５月分、６月分又は8月分を申請済みで、9月分を申請する場合
３.申請 事業収入入力

3.（1）事業収入（売上高）の減少額項目の下記の赤枠内に、先ほどの支給対象の確

認時と同様の金額を入力してください。

4.金額を入力すると下記の青枠内の情報が自動で反映されますので、ご確認ください。

AとB共通内容
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５月分、６月分又は8月分を申請済みで、9月分を申請する場合
３.申請 ファイルアップロード

5.該当者ごとに、赤枠内にて3～10点の書類をアップロードしてください。

6.全て入力、アップロードをしたら、「登録」ボタンをクリックして、申請は完了です。

AとB共通内容



申請内容確認

1.画面左側メニューバーより「申請確認」をクリック

2.右側中央にある「確認」をクリック

※現在の審査状況は「現在の状況」項目にて、ご確認ください。
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申請内容確認

3.確認書が表示されますので、内容を確認の上、「印刷する」をクリックして印刷が可能です。

4.申請確認ページで受付番号をクリックすると、申請済み内容の確認ができます。
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問合せ先

問合せ先

群馬県感染症対策事業継続支援金コールセンター

電話番号：０２７－３８１－８５９０

受付時間：午前９時から午後５時まで（土日・祝日を含む）

e-mail ：g.shienkin2021@gmail.com


